
監査公告第 9号 

 

 

 

 

 

定期監査結果の公表について 

 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 2 項及び第 4 項の規定による 

イノベーション推進部の定期監査を加賀市監査基準（令和 2 年加賀市監査委員告示

第 1 号）に準拠して実施したので、同条第 9 項の規定によりその結果を別紙のとお

り公表する。 
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